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牛久市農業委員会第１５回総会議事録 

 

 

１．開催日時  令和６年９月１０日（火）午後２時００分～ 

 

２．開催場所  牛久市役所分庁舎２階 第１会議室 

 

３．出 席 者 

  農業委員（１３名） 

   会  長  １３番 山越 康義 

    

   委  員   １番 吉田 功    ２番 川村 隆一    ３番 飯田 光夫   

４番 坪井 隆典  ５番 村松 昇平    ６番 澤田 臣男 

          ７番 平沢 克人  ８番 山越 隼人    ９番 花島 常雄 

 １０番 塚﨑 光子 １１番 藤田 文男  １２番 中山 みつい 

 

  農地利用最適化推進委員（４名） 

   委  員  中島 一郎  鈴木 正規  大塚 康夫  橋本 勝慶 

 

  農業委員会事務局（２名） 

   事務局長補佐 近藤 絹  主任 横川 多恵子 

 

４．欠席委員    なし 

 

５．議   案 

議案第１号  農地法第３条の規定による所有権移転許可について 

議案第２号  農地法第３条の規定による区分地上権設定許可について 

議案第３号  農地法第５条の規定による転用目的の所有権移転許可について 

議案第４号  農地法第５条の規定による転用目的の使用貸借権設定許可について 

議案第５号  農地法第５条の規定による転用目的の所有権移転許可の取消願について 

議案第６号  非農地通知について 

議案第７号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による 

       農用地利用集積等促進計画（案）の意見聴取について 
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６．会議の概要 

 

事務局 

 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

一 同 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会 長 

 

川村委員 

 

 

 

 

会 長 

 

 

推進委員 

 

会 長 

 

一 同 

定刻になりましたので、開会にあたり、会長にご挨拶を頂きまして、引き続き牛久市農業

委員会会議規則第４条の規定に基づき、会長に議長をお願いいたします。 

 

ただいまより第１５回農業委員会総会を開会いたします。 

 出欠委員の報告でありますが、在任委員１３名中、出席委員１３名です。 

農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基づき、在任委員の過半数以上の出席

により本総会が成立していることを宣言いたします。 

次に、議事録署名者の指名でありますが、議長の指名により任命してよろしいか、お諮り

します。 

 

異議なし。 

 

それでは、議事録署名者に、６番、澤田委員、７番、平沢委員を指名いたします。 

 参与は、農地利用最適化推進委員の中島委員、鈴木委員、大塚委員、橋本勝慶委員です。 

 事務局は、近藤事務局長補佐、書記として横川主任です。 

それでは議事に入ります。 

議案第１号から第７号まで一括上程致します。なお、審議の都合上、議案第１号より審議致

します。 

議案第１号、農地法第３条の規定による所有権移転許可について、議題に供します。 

事務局より説明願います。 

 

第１項、城中町字小馬様１６１８番、畑、６２２㎡ですが、申請者は公共事業に伴う移転の

代替地取得のため農地を譲り受けるものです。世帯の営農状況は、市内において、 

田１０，８８５㎡、畑１４，１０３㎡、合計２４，９８８㎡を耕作しております。農業従事者

は２名で、年間農業従事日数は２５０日です。農地取得の権利は有しております。以上です。 

 

現地調査を行っているようですので、現地調査委員の報告をお願いします。 

 

令和６年９月２日、現況確認調査を、村松委員、澤田委員、榎本局長、横川主任と私で行い

ました。現地写真をご覧ください。 

議案第１号第１項ですが、ご覧いただいております写真のように遊休農地化しております

が、草刈・耕起を行うことにより耕作可能な農地であることをご報告いたします。 

  

以上で、説明は終わりました。ここで、農地利用最適化推進委員より意見を求めます。何

かご意見ございませんか。 

 

特にありません。 

 

意見がないようですので、農業委員に対して質疑を許します。 

 

異議なし。 
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会 長 

 

 

一 同 

 

会 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

川村委員 

 

 

会 長 

 

 

推進委員 

 

会 長 

 

質疑はございませんか。議案第１号について、原案のとおり許可してよろしいか、お諮り

します。 

 

 異議なし。 

 

異議なし全員賛成と認め、議案第１号は、原案のとおり許可することに決定いたします。 

続きまして、議案第２号第 1項および議案第４号第２項は、農地法第３条の規定による区

分地上権設定許可と、農地法第５条の規定による転用目的の使用貸借権設定許可について、

関連しているため合わせて議題に供します。事務局より説明願います。 

 

議案第２号、農地法第３条の規定による区分地上権設定許可についてです。 

「農林水産省経営局農地政策課長通知」「２経営第３３８８号」により、『営農型太陽光発電設

備の設置者と営農者が異なる場合、農地法第５条第１項の申請者に対して、地上権を設定する

ための、法第３条第１項の許可に係る申請を同時に行うこと』、とされていることから、議案

第２号第１項と議案第４号第２項を続けて説明いたします。 

第１項、柏田町字下柏田１２６５番、畑、２，３５３㎡ですが、申請者である借受人は、令

和６年６月の総会にて営農型太陽光発電設備の設置された農地を本件の貸渡人に所有権移転

したのですが、上部に設置した太陽光発電設備については、元の土地所有者である今回の借受

人が継続して管理運営することから、区分地上権を設定するものです。 

続いて、議案第４号、農地法第５条の規定による転用目的の使用貸借権設定許可についてで

す。 

第２項、柏田町字下柏田１２６５番、畑、２，３５３㎡のうち０．４２㎡ですが、転用目的

は、営農型太陽光発電設備設置で、一時転用の期間は許可日から１０年間となります。事業計

画は、３７５Ｗの太陽光パネル２６８枚、合計１００．５ｋＷ、パワーコンディショナー換算

４９．５ｋＷとなっており、発電した電力は１２円／ｋＷｈの固定価格で全て電力会社に売電

する計画となっております。なお、すでに整備済みではありますが、施設整備の費用・経費は

自費で賄う計画とされており、撤去費用に関する計算書、及び残高証明等、必要添付書類につ

いても確認しております。また、パネル下部の農地に関しては、榊を作付する計画となってお

り、下部の農地における営農計画書、知見を有する者の意見書の添付等確認しております。ま

た、パネル下部以外の農地に関しては、キクイモを栽培する計画となっております。以上です。 

 

現地調査を行っているようですので、現地調査委員の報告をお願いします。 

 

議案第２号第１項および議案第４号第２項ですが、農地区分は一種農地と考えます。転用

目的が営農型太陽光発電設備設置場であり、今回の申請について許可相当と思われます。 

 

以上で、説明は終わりました。ここで、農地利用最適化推進委員より意見を求めます。何

かご意見ございませんか。 

 

特にありません。 

 

意見がないようですので、農業委員に対して質疑を許します。 
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一 同 

 

会 長 

 

 

一 同 

 

会 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

川村委員 

 

 

会 長 

 

 

推進委員 

 

会 長 

 

一 同 

 

会 長 

 

 

一 同 

 

なし。 

 

質疑はございませんか。議案第２号第 1 項および議案第４号第２項について原案のとおり

許可してよろしいか、お諮りします。 

 

 異議なし。 

 

異議なし全員賛成と認め、議案第２号第 1項および議案第４号第２項は、原案のとおり許可

することに決定いたします。 

続きまして、議案第３号、農地法第５条の規定による転用目的の所有権移転許可について、

議題に供します。事務局より説明願います。 

 

議案第３号、農地法第５条の規定による転用目的の所有権移転許可についてです。 

第１項、小坂町字町歩３１２９番１、畑、１，９６２㎡ですが、申請者は太陽光発電設備設

置のために農地を譲り受けるものです。申請者は広島県に本社を置く太陽光を利用した発電

装置の設置及び販売等を営む事業者で、今回固定価格買取制度を利用しない非ＦＩＴとして、

太陽光発電設備を設置するものです。設置を予定する太陽光発電設備の出力は、５９０Ｗ太陽

光パネル１８０枚、合計１０６．２ｋＷ、パワーコンディショナー換算４９．５ｋＷとなって

おり、経済産業省登録の関連会社と売電契約を締結し、受給開始から２０年間は１ｋＷあたり

８円、２１年目以降は７円で２５年間売電する申請内容となっております。敷地周辺にはフェ

ンスを設置し、切土盛土は無し、取水・汚水の計画は無し、雨水は敷地内自然浸透処理の計画

となっております。用地取得等の資金についてはすべて自己資金にて賄う計画となっており、

また他法令について関係機関との協議は了しております。以上です。 

 

現地調査を行っているようですので、現地調査委員の報告をお願いします。 

 

議案第３号第１項ですが、農地区分は二種農地と考えます。転用目的が、太陽光発電設備設

置場であり、今回の申請について許可相当と思われます。 

 

以上で、説明は終わりました。ここで、農地利用最適化推進委員より意見を求めます。何

かご意見ございませんか。 

 

特にありません。 

 

意見がないようですので、農業委員に対して質疑を許します。 

 

異議なし。 

 

他に質疑はございませんか。議案第３号について原案のとおり許可してよろしいか、お諮

りします。 

 

異議なし。 
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会 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

川村委員 

 

 

会 長 

 

 

推進委員 

 

会 長 

 

一 同 

 

会 長 

 

 

一 同 

 

会 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

異議なし全員賛成と認め、議案第３号は、原案のとおり許可することに決定いたします。 

続きまして、議案第４号第１項、農地法第５条の規定による転用目的の使用貸借権設定許

可について、議題に供します。事務局より説明願います。 

 

議案第４号、農地法第５条の規定による転用目的の使用貸借権設定許可についてです。 

第１項、女化町９４９番４、畑、３１８㎡ですが、転用目的は自己用住宅で、既存集落に該

当します。申請者は、現在ご実家に４世代８人でお住いですが、子どもが大きくなってきたこ

とにより手狭となり、祖父の土地を貸借し、自己用住宅を建築するものです。計画している住

宅は、木造平屋建て１０５．７８㎡、取水は井戸、雨水は敷地内浸透処理、汚水・排水は浄化

槽で処理後、敷地内処理する計画です。資金については自己資金及び借入で賄い、他法令につ

いて関係機関との協議は了しております。以上です。 

 

現地調査を行っているようですので、現地調査委員の報告をお願いします。 

 

議案第４号第１項ですが、農地区分は一種農地と考えます。転用目的が、自己用住宅であり、

今回の申請について許可相当と思われます。 

 

以上で、説明は終わりました。ここで、農地利用最適化推進委員より意見を求めます。何

かご意見ございませんか。 

 

特にありません。 

 

意見がないようですので、農業委員に対して質疑を許します。 

 

異議なし。 

 

質疑はございませんか。議案第４号第１項について原案のとおり許可してよろしいか、お諮

りします。 

 

異議なし。 

 

異議なし全員賛成と認め、議案第４号第１項は、原案のとおり許可することに決定いたしま

す。 

続きまして、議案第５号、農地法第５条の規定による転用目的の所有権移転許可の取消願

について、議題に供します。事務局より説明願います。 

 

議案第５号、農地法第５条の規定による転用目的の所有権移転許可の取消願についてです。 

第１項、久野町２５７６番、畑、２，８７６㎡、ですが、令和５年１２月の総会において、

太陽光発電設備の設置を目的に農地法第５条所有権移転を許可した案件の取消願いとなりま

す。申請者は千葉県松戸市に本社を置く太陽光発電事業を行う法人で、譲渡人と合意の上で、

隣接する農地を含めたより広い事業地で太陽光発電事業を行うため、今回の取消申請を行う

ものです。なお、今後の計画として、関係機関との協議が整ったのち、今回の取消申請地と隣
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会 長 

 

川村委員 

 

 

会 長 

 

 

推進委員 

 

会 長 

 

一 同 

 

会 長 

 

一 同 

 

会 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

会 長 

 

 

推進委員 

 

会 長 

接農地とを合わせた広い面積を事業地として、再度太陽光発電設備設置を目的とした農地法

第５条の許可申請を行う予定と伺っております。以上です。 

 

現地調査を行っているようですので、現地調査委員の報告をお願いします。 

 

議案第５号第１項ですが、現況が農地の区画形質の変更等が行われておらず、登記地目、土

地所有者にも変更がないことから、今回の許可取消の申請について問題はないと思われます。 

 

以上で、説明は終わりました。ここで、農地利用最適化推進委員より意見を求めます。何か

ご意見ございませんか。 

 

特にありません。 

 

意見がないようですので、農業委員に対して質疑を許します。 

 

異議なし。 

 

質疑はございませんか。議案第５号について許可を取消してよろしいか、お諮りします。 

  

異議なし。 

 

全員異議なしと認め、議案第５号は、許可を取消することに決定いたします。 

続きまして、議案第６号、非農地通知について議題に供します。事務局より説明願いま

す。 

 

議案第６号、非農地通知についてです。 

農業委員会は、農地法第３０条に基づく利用状況調査の結果、「すでに森林の様相を呈する

など、農地に復元することが著しく困難」、「周囲の状況からみて、その土地を農地として復元

しても継続して利用することができないと見込まれる」などの再生利用が困難な農地と判断

した農地があった場合は、原則として当該調査を行った年内に、当該農地について農地に該当

しない旨の判断を行い、農地台帳から除外し、通知することとされています。昨年度の調査で

再生利用が困難と判断した農地のうち、田１０筆４，８１６㎡、畑４９筆２９，８４５㎡、 

合計５９筆３４，６６１㎡について総会で議決が得られれば非農地とし農地台帳から除外し、

非農地通知を発出するものです。 

 

（事務局説明） 

 

以上で、説明は終わりました。ここで、農地利用最適化推進委員より意見を求めます。何か

ご意見ございませんか。 

 

特にありません。 

 

他に意見がないようですので、農業委員に対して質疑を許します。 
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川村委員 

 

 

一 同 

 

会 長 

 

 

一 同 

 

会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 

 

 

推進委員 

 

会 長 

 

Ｎｏ．３６からＮｏ．４０は耕作地と連たんしているので、耕作地に影響を与えることを考

慮して、見送るほうが良いのではないか。 

 

異議なし。 

 

質疑はございませんか。議案第６号について一部を除き、原案のとおり承認してよろしい

か、お諮りします。 

 

異議なし。 

 

異議なし全員賛成と認め、議案第６号は、一部を除き原案のとおり承認することに決定いた

します。 

続きまして、議案第７号の農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定に

よる農用地利用集積等促進計画案の意見聴取について議題に供します。議案第６号について

は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、９番、花島常雄委員は議事参与できま

せんので、退席願います。 

 

～ 花島委員 退席 ～ 

 

事務局より説明願います。 

 

議案第７号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農用地利

用集積等促進計画（案）の意見聴取についてです。 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により、牛久市長より提出さ

れた、農用地利用集積等促進計画の案に対し、農業委員会が答申する意見について審議するも

のです。 

資料を１ページめくっていただき、まず、農用地利用集積等促進計画案（中間管理事業）を

ご覧ください。 

新規のものといたしまして、賃貸借権設定期間１０年以上が、田２件２，５０７㎡、畑２件

４，６６０㎡、合計、７，１６７㎡です。 

続いて、再転貸に関するものです。次のページをご覧ください。１段目、賃貸借権設定、 

３年未満が、田、２件、１，８９５㎡、３年から１０年未満が田、４件、８，０００㎡、合計

６件９，８９５㎡です。 

担い手ごとの詳細は２段目、および３段目となります。また、筆ごとの詳細は次のページの

通りです。以上です。 

 

以上で、説明は終わりました。ここで、農地利用最適化推進委員より意見を求めます。何か

ご意見ございませんか。 

 

特にありません。 

 

意見がないようですので、農業委員に対して質疑を許します。 
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一 同 

 

会 長 

 

 

一 同 

 

会 長 

 

 

 

 

会 長 

 

 

異議なし。 

 

質疑はございませんか。議案第７号について原案のとおり承認してよろしいか、お諮りしま

す。 

 

異議なし。 

 

異議なし全員賛成と認め、議案第７号は、原案のとおり承認することに決定いたします。こ

こで花島常雄委員の議事参与を認めます。 

 

 ～  花島委員 着席  ～  

 

次に報告事項です。農地法第４条および第５条の規定による市街化区域内の農地転用届出

に対する受理について、事務局処務規程第６条の規定に基づき専決処理した件について、事務

局より報告がありましたので資料をお読み取りください。 

本日の議事は、すべて終了いたしました。 

以上をもちまして、第１５回農業委員会総会を閉会いたします。 

円滑な議事運営にご協力いただき有り難うございました。  

 

 


